（条例附則第３項の規定関係）
	改正後条例適用届出書
　　        　年　　月　　日

（あて先）厚木市長

　　　　　　届出者　　住　　所（所在地）

氏　　名（名　称）

（代表者）　　　　　　　　　　

厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の附則第３項の規定により、改正後の条例の適用を受けたいので、次のとおり届け出ます。

	建築物の名称
	

	【変更前】駐車施設
	設置場所
	

	
	区　　　　　　　　　分
	施設面積
	駐車台数

	
	建築物内
	自動車
	小型車用（2.3m以上×5m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	普通車用（2.5m以上×6m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	車椅子使用者用
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	機械式又は上記以外
	㎡
	　　　  台

	
	
	荷さばき自動車
	（3.0m以上×7.7m以上×3.2m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	（2.5m以上×6.0m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	上記以外（　m×　m×　m）
	㎡
	　　　  台

	
	
	自動二輪車
	（1ｍ以上×2.3m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	機械式又は上記以外
	㎡
	　　　  台

	
	建築物敷地内
	自動車
	小型車用（2.3m以上×5m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	普通車用（2.5m以上×6m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	車椅子使用者用
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	機械式又は上記以外（　m×　m）
	㎡
	　　　  台

	
	
	荷さばき自動車
	（3.0m以上×7.7m以上×3.2m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	（2.5m以上×6.0m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	上記以外（　m×　m×　m）
	㎡
	　　　  台

	
	
	自動二輪車
	（1ｍ以上×2.3m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	機械式又は上記以外
	㎡
	　　　  台

	
	合計
	自動車
	㎡
	　　　  台
	自走式　  台、機械式　  台

	
	
	荷さばき自動車
	㎡
	　　　  台
	

	
	
	自動二輪車
	㎡
	　　　  台
	自走式　  台、機械式　  台


	【変更後】駐車施設
	区　　　　　　　　　分
	施設面積
	駐車台数

	
	建築物内
	自動車
	小型車用（2.3m以上×5m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	普通車用（2.5m以上×6m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	車椅子使用者用
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	機械式又は上記以外
	㎡
	　　　  台

	
	
	荷さばき自動車
	（3.0m以上×7.7m以上×3.2m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	（2.5m以上×6.0m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	上記以外（　m×　m×　m）
	㎡
	　　　  台

	
	
	自動二輪車
	（1ｍ以上×2.3m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	機械式又は上記以外
	㎡
	　　　  台

	
	建築物敷地内
	自動車
	小型車用（2.3m以上×5m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	普通車用（2.5m以上×6m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	車椅子使用者用
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	機械式又は上記以外
	㎡
	台

	
	
	荷さばき自動車
	（3.0m以上×7.7m以上×3.2m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	（2.5m以上×6.0m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	上記以外（　m×　m×　m）
	㎡
	　　　  台

	
	
	自動二輪車
	（1ｍ以上×2.3m以上）
	㎡
	　　　  台

	
	
	
	機械式又は上記以外
	㎡
	　　　  台

	
	合計
	自動車
	㎡
	　　　  台
	自走式　  台、機械式　  台

	
	
	荷さばき自動車
	㎡
	　　　  台
	

	
	
	自動二輪車
	㎡
	　　　  台
	自走式　  台、機械式　  台

	
	特　　殊　　装　　置
	種  類
	
	認定番号
	第　　　　　　号

	＊受付年月日
	年　　　月　　　日
	＊処理経過　　　通知　　年　　月　　日


注　１　自動車の「車椅子使用者用」とは、幅3.5m以上×奥行き6m以上×はり下2.3m以上の規模を有する駐車施設をいいます。
２　＊印の欄には、記入しないでください。
